
地域を⽀える医療施設等事業者の  
皆様を応援します！

令和7年度厚⽣労働省補正予算事業

医療施設等

ご案内の

物価 賃上げ対策・
事業給付⾦

物価上昇の影響を受けて厳しい経営状況にある医療機関等に対し、物価上昇分の診療や調剤に係る経費を補助
するとともに、物価を上回る賃上げに必要な⽀援を⾏うため、⽀援対象施設（診療所・薬局・訪問看護ステー
ション）に対し給付⾦を⽀給します。

⽀給対象

申請⽅法

実施報告

申請書類

健康保険法（⼤正⼗⼀年法律第七⼗号）上の保険医療機関コードが発⾏されており、 
令和7年4⽉1⽇から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設

以下の⽀援区分ごとに申請が必要ですので、必要書類をご確認の上、申請書提出先となる
「医療施設等物価・賃上げ対策事業等⽀援⾦事務局」まで郵送でご提出ください。

①診察所等物価⽀援事業（有床診療所、無床医科・⻭科診療所、薬局） 
 第1号様式及び別紙様式（１〜３いずれか） 
②診療所等賃上げ⽀援事業（有床診療所、無床医科・⻭科診療所、訪問看護ステーション、薬局） 
 第2号様式、別紙様式２­１及び別紙様式２­１­１

医療施設等物価・賃上げ対策事業給付⾦申請書（第1号様式⼜は第2号様式）等ダウンロード

※賃上げ⽀援においては、別途⽀給要件がありますので、交付要綱等をご確認ください。
※病院に対しては、厚⽣労働省が直接⽀援しています。

※賃⾦改善の総額が給付額を下回る場合、賃⾦改善に充てていない部分の返還が必要となります。

※①、②ともに振込先が分かる書類（預⾦通帳等の通帳表紙と裏⾯の⾒開き（カタカナの名義・⼝座番号が記載された部分）の写しの提出が必要です。
※給付⾦⽀給決定通知は、法⼈単位で申請された場合でも施設単位での通知となります ので、ご了承ください。(薬局は開設者単位)

診療所等賃上げ⽀援事業において給付を受けた場合は、給付⾦を賃⾦改善に充てたことを確認するため、 
令和８年６⽉１⽇から同年８⽉１⽇までの間に別紙様式２－２を（該当する場合は別紙様式２－３も併せ
て）県へ提出する必要があります。

福島県医療施設等物価⾼騰対策事業及び 
医療施設等物価・賃上げ対策事業等⽀援⾦事務局

コールセンター 受付時間/9:00〜17:00 ※⼟⽇･祝祭⽇を除く

〒960-8043 福島県福島市中町1-19 福島中町郵便局留 
｢医療施設等物価・賃上げ対策事業給付⾦事務局｣宛 https://www.fukushima-iryoushisetsutoushienkin.net/bukka_chinage/

080-2186-6812
問い合わせ・申請書提出先

事務局 
ホームページは 
こちらから

※提出先を郵便局留めとしている都合上、郵便以外の提出は受付できませんのでご注意ください。

※当⽇消印有効

申請受付期間

令和8年 令和8年

4⽉1⽇ ⽔ 5⽉29⽇ ⾦〜
申請受付を終了いたしました。



対象医療施設及び給付額等

⽀給対象施設

有床診療所 
（医科・⻭科）

物価

物価

物価

物価

物価

賃上げ

賃上げ

賃上げ

賃上げ

賃上げ

賃上げ

無床診療所 
（医科・⻭科）

保険薬局 
（1店舗以上 
 5店舗以下）

保険薬局 
（6店舗以上 
 19店舗以下）

保険薬局 
（20店舗以上）

訪問看護 
ステーション

健康保険法（⼤正⼗⼀
年法律第七⼗号）上の
保険医療機関コードが
発⾏されており、令和
７年４⽉１⽇から本事
業の申請時点までに診
療報酬請求の実績があ
る施設

※⽀援区分のうち、診療所等物価⽀援事業を「物価」、診療所等賃上げ⽀援事業を「賃上げ」とする。 
※許可病床数は、医療法第27 条の使⽤許可を受けた病床数であって令和７年８⽉１⽇時点の病床数とする。 
 ただし、医療施設経営強化緊急⽀援給付⾦（病床数適正化⽀援事業）により同年８⽉２⽇以降に削減した病床数を除く。 
※保険薬局の店舗数は、厚⽣（⽀）局へ届出を⾏っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書」⼜は「特掲診療料の施設基準等に係る届出書」 
 に記載している令和７年４⽉30⽇時点の、所属する同⼀グループ内の保険薬局の数（当該保険薬局を含む）とする。 

対象施設区分 ⽀援区分 ⽀給額

許可病床数×13千円 
※許可病床数が13床以下の場合は 
１施設×170千円とする。

許可病床数×72千円 
※許可病床数が２床以下の場合は 
１施設×150千円とする。

１施設×170千円

１施設×85千円 
※開設者毎に⼀括して申請すること

※開設者毎に⼀括して申請すること

※開設者毎に⼀括して申請すること

※開設者毎に⼀括して申請すること

※開設者毎に⼀括して申請すること

※開設者毎に⼀括して申請すること

１施設×75千円

１施設×50千円

１施設×150千円

１施設×145千円

１施設×105千円

１施設×70千円

１施設×228千円


